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市
役
所
の
組
織
が

一
部
変
わ
り
ま
す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□市
人
事
課

新
た
な
行
政
課
題
に
適
切
に
対

応
し
、
効
率
的
な
行
政
運
営
を
行

う
た
め
、
４
月
１
日
㈫
か
ら
事
業

の
担
当
課
や
組
織
を
一
部
変
更
し

ま
す
。

建
築
住
宅
課
の
設
置

市
営
住
宅
へ
の
入
居
者
の
ニ
ー

ズ
に
迅
速
か
つ
適
確
な
対
応
を
行

う
た
め
、
こ
れ
ま
で
建
物
の
修
繕

を
担
当
し
て
き
た
建
築
指
導
課
建

築
係
と
、
市
営
住
宅
の
入
居
者
対

応
を
行
っ
て
き
た
住
宅
管
理
室
を

統
合
し
ま
す
。

地
域
経
営
推
進
室
の
設
置

　　　
　　  

　　
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
豊

か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域

社
会
の
実
現
と
、
地
方
分
権
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
行
政
体
制
を
実
現

す
る
た
め
、
企
画
課
に
地
域
経
営

推
進
室
を
設
置
し
ま
す
。

臨
時
給
付
金
支
給
室
の
設
置

　　　　　

  　　
　
臨
時
福
祉
給
付
金
と
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
支
給
事
務

を
す
る
た
め
、
福
祉
保
健
部
に
臨

時
給
付
金
支
給
室
を
設
置
し
ま
す
。

彦
根
城
世
界
遺
産
登
録
準
備
室
の

設
置

　

彦
根
城
の
世
界
遺
産
登
録
を
推

進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
構

成
資
産
と
な
る
国
指
定
文
化
財
の

価
値
を
証
明
す
る
こ
と
や
保
存
な

ど
の
計
画
作
り
が
必
要
で
す
。
こ

の
た
め
、
文
化
財
部
に
彦
根
城
世

界
遺
産
登
録
準
備
室
を
設
置
し
ま

す
。

歴
史
民
俗
資
料
室
の
設
置

　

彦
根
の
歴
史
や
文
化
に
関
わ
る

資
料
の
収
集
や
調
査
な
ど
文
化
財

課
に
新
た
に
歴
史
民
俗
資
料
室
を

設
置
し
ま
す
。

「
国
際
交
流
」

業
務
担
当
課
の
変
更

　　　　　

  　　
　「
国
際
交
流
」に
か
か
る
業
務
担

当
課
が
、
企
画
課
か
ら
人
権
政
策

課
に
変
わ
り
ま
す
。

市
史
編
さ
ん
室
の
廃
止

　

文
化
財
課
に
設
置
し
て
い
た
市

史
編
さ
ん
室
を
廃
止
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先　

人
事
課
☎

30-

６
１
０
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

幼
稚
園
・
保
育
所
の
窓
口
を

統
合
し
ま
す

　　　□市
子
育
て
支
援
課

こ
れ
ま
で
教
育
委
員
会
で
行
っ

て
き
た
幼
稚
園
に
関
す
る
業
務
を
、

子
育
て
支
援
課
が
行
い
ま
す
。

窓
口
で
は
幼
稚
園
・
保
育
所
の

入
園
・
入
所
の
手
続
き
や
、
保
育

に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

認
定
子
ど
も
園
の
検
討
や
、
既

存
施
設
を
活
用
し
た
待
機
児
童
の

解
消
、
幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
の

資
質
を
高
め
る
な
ど
、
幼
児
期
の

教
育
や
保
育
の
向
上
の
た
め
に
取

り
組
み
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

子
育
て
支
援

課
☎
23-

９
５
９
７
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
26-

１
７
６
８
番

市
長
と
話
し
ま
せ
ん
か

今
年
度
１
回
目 

巡
回
市
長
室

　□市
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　

市
長
が
市
内
各
地
に
出
向
き
、

地
域
の
課
題
を
身
近
に
感
じ
ら
れ

て
い
る
市
民
の
皆
さ
ん
と
お
話
し

ま
す
。

　

こ
の
「
巡
回
市
長
室
」
は
、
市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□市
商
工
課

地
域
経
済
の
活
性
化
と
居
住
環

境
の
向
上
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま

で
の
「
彦
根
市
緊
急
経
済
対
策
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
」
を
廃

止
し
、
新
し
い
制
度
を
始
め
ま
す
。

市
内
に
本
社
が
あ
る
法
人
ま
た

は
、
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
の

施
工
業
者
を
利
用
し
て
、
住
宅
の

改
修
等
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
経

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

よ
り
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に

ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
新
制

度
で
は
、
旧
制
度
か
ら
次
の
３
点

の
改
善
を
行
い
ま
し
た
。

▼
助
成
対
象
工
事
の
範
囲
を
増
築

や
外
構
工
事
な
ど
に
ま
で
拡
大

▼
事
前
申
し
込
み
の
受
付
回
数
を

年
１
回
（
４
月
頃
）
か
ら
年
２
回

（
４
月
頃
と
10
月
頃
）
に
増
加

▼
申
請
者
の
手
続
き
の
回
数
を
、

３
回
（
事
前
申
し
込
み
・
交
付
申

請
・
実
績
報
告
）
か
ら
２
回
（
事

前
申
し
込
み
・
交
付
申
請
〈
兼
実
績

報
告
〉）
に
縮
減

対
象
工
事　

次
の
①
〜
③
を
全
て

満
た
し
て
い
る
工
事

①
「
増
築
、改
築
、修
繕
、補
修
等

の
工
事
」「
下
水
道
工
事
」「
外

構
工
事
」「
防
犯
対
策
工
事
」

「
省
エ
ネ
対
策
工
事
」の
い
ず
れ

か
の
工
事

②
平
成
26
年
度
中
の
工
事（
４
月
１

日
以
降
に
着
工
し
、
平
成
27
年
３
月

31
日
ま
で
に
完
了
す
る
工
事
）

③
助
成
対
象
工
事
の
経
費
が
20
万

円
以
上
（
消
費
税
を
含
む
）
の
工
事

※
対
象
と
な
る
工
事
に
つ
い
て
、

本
事
業
と
併
せ
て
、
他
の
補
助

（
国
・
県
や
彦
根
市
）
を
受
け
る
場

合
、
他
の
補
助
の
対
象
と
な
る

経
費
は
、
助
成
対
象
経
費
か
ら

外
し
ま
す
。
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
本
事
業
の
「
手
引

き
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
手
引

き
」
は
、
商
工
課
、支
所
、各

出
張
所
で
配
布
す
る
ほ
か
、
彦

根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。

対
象
住
宅　

市
内
の
住
宅
。
た
だ

し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合

住
宅
は
自
己
所
有
部
分
の
み
を
、

店
舗
な
ど
の
併
用
住
宅
は
居
住

部
分
の
み
が
対
象
で
す
。
事
務

所
や
店
舗
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト
な

ど
は
対
象
外
で
す
。

対
象
者　

次
の
①
②
の
全
て
を
満

た
し
て
い
る
人

①
市
内
に
住
民
登
録
を
有
す
る
人

で
、
対
象
と
な
る
住
宅
を
自
ら

所
有
し
、
居
住
し
て
い
る
人

②
市
税
や
彦
根
市
の
各
種
融
資
の

償
還
に
つ
い
て
滞
納
が
な
い
人

▼
助
成
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
同

一
住
宅
お
よ
び
同
一
人
に
対
し

て
１
回
限
り
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
住
宅
お
よ
び
土
地

が
共
有
名
義
で
も
、
複
数
人
に

よ
る
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
旧
制
度
の
「
彦
根
市
緊
急
経
済

対
策
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事

業
」
の
活
用
者
も
対
象
で
す
。

助
成
額　

助
成
対
象
工
事
経
費
の

10
％
で
、最
高
10
万
円
（
千
円
未

満
は
切
り
捨
て
）　

申
込
方
法　
「
第
１
回
事
前
申
し

込
み
」　

商
工
課
、
支
所
、
各

出
張
所
に
あ
る「
事
前
申
込
書
」

に
必
要
事
項
を
書
い
て
、

商

工
課
（
市
役
所
３
階
）
の
窓
口
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
　

申
込
者
が
多
数
の
場
合
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
抽
選
を
行
い

ま
す
。
当
選
者
に
は
、「
助
成

候
補
者
決
定
通
知
書
」
お
よ
び

交
付
申
請
の
方
法
を
明
記
し
た

『
助
成
金
交
付
申
請
の
案
内
』を
、

落
選
者
に
は
『
落
選
通
知
書
』

を
そ
れ
ぞ
れ
５
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。

受
付
期
間
（
第
１
回
）

４
月
１
日
㈫
〜
５
月
９
日
㈮

※
平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で

※
「
第
２
回
事
前
申
し
込
み
」
は
、

経
済
活
性
化
対
策
住
宅
改
修
等
促
進
事
業

市
内
業
者
で
施
工
す
る

住
宅
改
修
な
ど
の

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

民
の
皆
さ
ん
と
の
情
報
交
換
、
交

流
の
場
で
す
。
参
加
を
希
望
す
る

人
は
、
次
の
と
お
り
、
事
前
の
申

し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
・
場
所　

①
４
月
22
日
㈫　

午
前
10
時
〜
正

午 

南
地
区
公
民
館
（
甘
呂
町
）

☎
25-

５
１
７
７
番

②
４
月
24
日
㈭　

午
前
10
時
〜
正

午 

東
地
区
公
民
館
（
大
東
町
）

☎
24-

４
９
５
１
番

申
込
期
間

①
４
月
１
日
㈫
〜
同
19
日
㈯

②
４
月
１
日
㈫
〜
同
23
日
㈬

面
談
時
間　

１
人
（
団
体
）
当
た
り

20
分
程
度

対
象　

市
内
に
在
住
・
在
勤
の
20

歳
以
上

※
市
内
の
自
治
会
や
市
民
活
動
団

体
な
ど
も
対
象
と
し
ま
す
。
団

体
の
場
合
は
、
代
表
者
２
人
以

内
と
の
面
談
と
し
ま
す
。

※
政
治
、
宗
教
、
営
利
を
目
的
と

す
る
個
人
、
団
体
は
対
象
と
し

　

ま
せ
ん
。

※
市
長
と
参
加
者
と
の
面
談
の
様

　

子
は
、
録
音
、
録
画
し
た
う
え
、

原
則
と
し
て
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま
す
。
こ
れ

に
同
意
い
た
だ
け
な
い
場
合
は

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

定
員　

１
会
場
当
た
り
５
人
（
団

体
）（
先
着
順
）

申
込
場
所　

会
場
と
な
る
場
所
の

窓
口
の
み
で
受
け
付
け
ま
す
。

申
込
方
法　

会
場
と
な
る
場
所
に

あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
書

い
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
申
し
込
み

は
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

ま
ち
づ
く

り
推
進
室
☎
30-

６
１
１
７
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

10
月
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
、
広
報
ひ
こ
ね
10
月
１

日
号
に
掲
載
し
ま
す
。

留
意
事
項　

事
前
申
し
込
み
を
す

る
人
は
、
当
選
に
備
え
、
工
事

前
に
、
本
事
業
の
「
手
引
き
」

を
ご
確
認
の
上
、
必
要
書
類
を

準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
が
不
足
す
る
場
合
は
、
申
請

を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
特
に
工
事
前
に
工
事
箇

所
の
詳
細
な
写
真
を
撮
影
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

商
工
課
☎

30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番

地
域
通
貨
「
彦
」
を

燃
や
す
ご
み
専
用
袋
と

交
換
で
き
ま
す

　　　　　□市
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

４
月
１
日
㈫
か
ら
、
地
域
通
貨

「
彦げ

ん

」
を
、家
庭
用
の
燃
や
す
ご
み

専
用
袋
（
特
大
）
と
交
換
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

交
換
条
件　

地
域
通
貨
「
彦
」
１

枚
を
、
家
庭
用
の
燃
や
す
ご
み

専
用
袋
（
特
大
）
１
袋
10
枚
入
り

と
交
換

交
換
窓
口　

ま
ち
づ
く
り
推
進

室
（
市
役
所
１
階
）、
支
所

問
い
合
わ
せ
先　

ま
ち
づ
く

り
推
進
室
☎
30-

６
１
１
７
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

副
市
長
に

山や
ま

根ね　
裕ひ

ろ

子こ

さ
ん

任
期
は
、平
成
26
年
４
月

１
日
か
ら
同
30
年
３
月
31

日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。


